
中規模等開発事業事前協議承認申請書の提出から建築確認申請までのフロー
　適　用　範　囲

 ア　500㎡以上3,000㎡未満の開発行為
 イ　建築行為であって、次に該当するもの
　　(ア)事業区域面積1,000㎡未満の中高層建築物の建築
　　(イ)事業区域面積3,000㎡未満の低層建築物の建築
 ウ　位置指定道路の築造（変更・廃止含む）
 エ　工作物の築造
 オ　宅地造成及び特定盛土等規制法の許可・協議を要する宅地造成

共 同 住 宅 等 戸 建 住 宅 等

・吹 田 市 19 そ の 他

・指定確認検査機関(民間）

建 築 確 認 申 請 開 発 事 業 完 了 届 出 書 ・ 検 査 済 証 18 給水相談グループ
工事完了届・告示・副本交付

教 育 未 来 創 生 室
着 工 指 示

都 計 法 36 条 工 事 完 了 検 査 ・ 完 了 告 示 ・ 済 証 の 交 付 17 文 化 財 保 護 課

道路位置指定申請書の提出
許 可 書 の 交 付 15 事 業 課

開 発 工 事 の 着 手 16

中規模等開発事業事前協議承認通知書の交付 中規模等開発事業事前協議承認通知書の交付
審査期間 おおむね7日 12

環 境 政 策 室
（環境まちづくり担当）

保 育 幼 稚 園 室

協 議 と 同 意 11 地 域 経 済 振 興 室

都 計 法 29 条 開 発 許 可 申 請 13
環 境 政 策 室
（ 中 高 層 担 当 ）

審査期間 おおむね21日 14 環 境 保 全 指 導 課

※送付された指示事項で協議に抜けがな
いか確認し、協議が完了した旨を開発審
査室に連絡する。 7 管 路 保 全 室

中 規 模 等 開 発 事 業 事 前 協 議 承 認 通 知 書 の 交 付 8 安 全 監 理 室
最 終 審 査 最 終 審 査

9 企 画 財 政 室

都 計 法 32 条 公 共 施 設 の 管 理 者 の 同 意 等 10

協議関係先からの最終回答 5 公 園 み ど り 室
最 終 審 査

6 総 務 交 通 室

4 〃 計 画 担 当

※協議関係先 ・管路保全室
（排水設備担当）
・その他

3 都市計画室 景 観 担 当
協 議 関 係 先 か ら の 最 終 回 答

協議関係先へ送付 1 開発審査室 条 例 担 当
書 面 協 議

2 〃 建築許認可
書 面 協 議

約 2 週 間 後

関 係 各 課 協 議
開発行 為等技術調整 会議

①関係各課一覧で関係協議先を確認する。
②各課と協議を行う。
※事前協議の申請内容は関係課に共有しています
ので、最初に受付番号を伝えてください。

道路位置指定協議書提出 協 議 関 係 先
月 2 回 開 催

中規模等開発事業事前協議承認申請書の提出

現 場 調 査

審 査 ( 協 議 先 の 確 認 ) 開発行為等事前調整会議

協 議 関 係 先 へ 図 書 の 送 付

市 長 が 必 要 と 認 め る 物 件

開 発 行 為 に 該 当開 発 行 為 に 非 該 当

ただし、市長が必要と認めた物件については、別途、開
発行為該当物件と同様の協議を行うものとする。

位置指定道路を
築造するもの


